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20 周年記念 

男女平等推進センターフォーラム 2018

を開催しました！ 

市では平成 8 年 3 月に制定された「ひの男女平等社会推進プラン～男女

がともに支えるまちに」に基づき男女平等施策を展開してきました。平

成 9 年 7 月、市民 10 人からなる日野市男女平等行政推進協議会からこ

の計画の実現に向けての中間報告書が提出され、その中で「男女共同参

画宣言都市」となることが提言されました。そして平成 10 年に、男女

があらゆる分野にともに参画し、ともに責任を分かち合い、自立した個

人として多様な生き方ができる男女共同参画社会の実現をめざし、日野

市議会の議決を経て、都市宣言をしました。 

 平成 30 年 9 月 28 日（土）開催（多摩平の森ふれあい館にて） 

 「セクハラとメディアリテラシー」をテーマとした基調講演、

主に女性が被害を受けることが多い犯罪から身を守るための

「被害防止講習」、夫婦で参加できる「子どもの応急処置講習」、

男女平等推進センター登録団体による催物など、盛りだくさん

の一日となりました！ 

2019 年 6 月 15日（土） 

10：00～12：00 
多摩平の森ふれあい館にて 

人生 100年、まだまだ元気に過ごすた

めに！折り返し地点のもやもや（更年

期）とうまく付き合う、正しい知識を

知ることが出来る基調講演を企画中

です。知ると知らないとでは大きな違

いが…！女性も男性も元気が出るエ

クササイズも実施予定！ 

詳しくは「広報ひの 5月 1日号」に掲

載予定です。 
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 平成 30年 5月 16日に「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が成立しました。 
 これは、衆議院、参議院や地方議会の選挙で候補者を擁立する政党や政治団体に、「男女の候補者数をで

きる限り均等にするように求める」というものです。 

議員現員数  2,657名 

女性議員数   263名 

女性議員比率  9.9% 

知事 3 名／47 都道府県 

政令指定都市市長 2 名／20 政令指定都市 

市区町村長 23 名／  

都道府県議会議長 0 名／47 都道府県 

政令指定都市議会議長 0 名／20 政令指定都

市区町村議会議長 54 名／  

 政治分野における女性の参画拡大は、多様な民意の反映のため極めて重要です。 
 我が国の政治分野における女性の参画状況は、国・地方ともに依然として低い水準にとどまっています。 

衆議院女性議員比率 10.1% 

参議院女性議員比率 20.7% 
女性議員が 1名のみ
の県は 3県 

 総数 
女性 

議員 

男性 

議員 

女性議員 

比率 

平成 20年 25 4 21 16.0% 

平成 21年 24 4 20 16.7% 

平成 22年 24 6 18 25.0% 

平成 23年 24 6 18 25.0% 

平成 24年 23 6 17 26.1% 

平成 25年 23 6 17 26.1% 

平成 26年 24 7 17 29.2% 

平成 27年 24 7 17 29.2% 

平成 28年 24 7 17 29.2% 

平成 29年 24 7 17 29.2% 

平成 30年 24 9 15 37.5% 

 

女性議員比率の国際比較では 
世界 193か国中 157位 

0

0.5

1
経済 

教育 

健康 

政治 

アイスランド  １位/１４９ヵ国 

日本  １１０位/１４９ヵ国 

「ジェンダー・ギャップ指数」とは、世界 149か国の男女の格差を図る
指標のこと。 
労働人口・賃金・管理職率・識字率・初等教育、中等教育、高等教育就
学率・平均寿命・出生人口・議員数・閣僚数などから、「経済」「教育」
「健康」「政治」の分野別に指標が示されます。 

2018年の日本の順位 110位／149か国 

右のグラフは 1位のアイスランドと日本の比較です。 
「1」に近いほど男女の格差が少ないとされています。 
日本は政治分野で特に格差が大きいことがわかります。 

出展：女性の政治参画マ

ップ 2018／内閣府男女共

同参画局 

出展：内閣府月間総合情報誌「共同参画」1 月号、Global Gender Gap Report 2018 

2 

男性議員 15名、女性議員 9名で 

37.5％！年々増加傾向です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 30 年 10 月 12 日（金）、19 日（金）、20 日（土）開催（多摩平の森ふれあい館 集会室にて） 
 地域防災活動の現場で積極的に行動できる女性リーダーを育成するため、「女性防災リーダー育成講座」

（全 3 回）を開催し、延べ 65 名の方にご参加いただきました。 
 

✿参加者の声✿ 

・女性の視点、というのがと
ても大切ある事が分かりまし
た。 
・様々な背景の避難者が押し
寄せて来る事態を想定するこ
とができました。 
・トイレは本当に考えていま
せんでした。データとわかり
やすい説明によりもっとトイ
レについてよく考え、家族と
話し合うべきだと重要性に気
づきました。 

 平成 30 年 12 月 20 日（木）開催 
（実践女子大学日野キャンパス香雪記念館にて） 

 監督：荻上直子  
 配役：生田斗真、桐谷健太ほか 
 ストーリー：優しさに満ちたトランスジェンダ

ーの女性（生田斗真）と彼女の心の美しさに惹
かれすべてを受け入れる恋人の男性（桐谷健
太）。そんなカップルの前に現れた愛を知らな
い孤独な少女。桜の季節に出会った 3 人がそれ
ぞれの幸せを見つけるまでの心温まる 60 日間
の物語。日本が抱える性的マイノリティの問題
に切り込んだ作品。 

 10 代から 70 代の幅広い年齢の方 66 名にご参
加いただきました。 

平成 30 年度実施事業の一部をご紹介します！ 

 

第一回目の坂田静香氏（特定非営利

活動法人男女共同参画おおた 理

事長）の講義では、地域防災にどう

して女性の視点が重要なのか？ 

基本的な知識を学びました！ 

 

第二回目は宮崎雅也氏（社会福祉

法人日野市社会福祉協議会）ファ

シリテーターのもと、避難所運営

HUG ゲームを実施しました！ 

避難所運営の疑似体験に皆さん

真剣です！ 

第三回目は高橋聖子氏（国際防災

コンサルタント）による災害時の

トイレ・衛生対策の講義でした。

簡易トイレに水を注いで実験も！

トイレ対策の重要性を実感しまし

た。 

日野市で
撮影され
ました！ 

✿参加者の声✿ 

・内容もよかったが、日野のよいロケーションも見れて 
よかったです。 

・性別とかではなく、人として大切なことが何なのか、そ
れを皆が理解できる世の中になれると良いと思います。 

・楽しいことも辛いことも家族で乗り越えていく、それが
本当の家族なんですね。マイノリティだけでなく、その
人たちを取り囲む人間関係も興味深かったです。 

・声高でなく、静かに伝える内容、とてもよかった。 

 平成 31 年 2 月 23 日（土）開催 
（多摩平の森ふれあい館 集会室にて） 

 講師：林田 香織 氏 
（NPO 法人ファザーリング・ジャパン理事）  

 育休復帰を控えている方、及びそのパートナー
を対象とした丌安解消セミナーを開催、夫婦 5
組を含む 17 名の方にご参加いただきました。 

3 人の男児の母である林田先生の

お話は「説得力がある！」と参加者

からも好評でした。 

保育付き（定員あり）＆子ども同席

OK だった本講座。 

会場後方にはキッズスペースも。 

✿参加者の声✿ 

・保育付きのおかげで、集中してお話を聞けて、大変学び
になりました！ 
・ひとりで考えず、「夫婦で」というキーワードが大事で
あると思った。 
・近くの育休復帰時までに準備することや心がまえから、
将来的なことまで見すえた考え方を勉強することが出来
てよかったです。 
・夫婦間の価値観のちょっとした違いを認識、気がつくこ
とができました。 
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ハラスメントとは「嫌がらせ」のことです。 
職場でのハラスメント行為は、被害者へ精神的・身体的な悪影響を及ぼしうるのはもちろん、
適切な対応をとらないことで、企業へも職場秩序の乱れによる生産性の低下、社会的なイメー
ジダウンなど、さまざまな丌利益が発生します。 

パワーハラスメント（パワハラ） 
□叩く、殴る、蹴る等身体的な攻撃暴力・傷害） 

□脅迫や侮辱などのひどい暴言 
□意図的に仕事を不えられない、能力や経験とかけ 
離れた程度の低い仕事を強制 

□業務上明らかに丌要なことや、遂行が丌可能なこと
を強制 

□隔離、仲間外れや無視 
□私的なことへ過度に立ち入る   など 

セクシュアルハラスメント（セクハラ） 
□性的な冗談、からかいや質問をされる 

□ヌード写真等を見せられたり、丌愉快な視線を 
送られる 

□性的含みのあるメールや電話等を受け取る 
□意図的に性的な噂を流される 
□仕事に関係ない食事などにしつこく誘われる 
□身体に触られる 
□ホモ、オカマ、レズなどを含む言動をされる など 

ハラスメント被害に 
あっています 

ひとりで我慢せず、職場のハラスメント相談窓口に相談しましょう。 
職場で相談できない場合は、下記の相談先など外部の相談窓口へ！ 

▶東京都ろうどう 110 番 0570-00-6110 

▶東京労働情報相談センター八王子事務所 来所相談予約電話 042-645-6110 

ハラスメント被害を 
見聞きしています 

ハラスメントは職場における労働者の能力発揮を妨げるばかりでなく、企
業の社会的評価を著しく低下させかねない雇用管理上の問題です！ 
職場で早急に対策をする必要があります。 

セクハラは「抗議・抵抗がなかったからといってセクハラがなかったとは
言えない」という判例があり、被害者「本人がどう感じたか」が基準にな
るとされています。 
パワハラは「業務の適正な範囲」かが判断基準とされています。厚生労働
省では、パワハラに対策に関する総合情報サイトを公開しています。 

ハラスメント加害者に 
なっていないか丌安です 

DV（＝ドメスティック・バイオレンス）とは「配偶者や恋人など親密な関係にある、または 
あった者から振るわれる暴力（精神的・経済的・社会的・性的・身体的な暴力）」のことです。 

子どもの前で DV が行われるこ
とを「面前 DV」と呼びます。 
DV を目の当たりにすることは
子どもの心身に大きな悪影響を
及ぼします。 
面前 DV も児童虐待なのです。 

面前 DV は児童虐待 被害者のおかれる状況は厳しい 支配していい人間などいない 

親密な関係間で起こるため、逃げ出す
決意をすること自体が難しい場合も
あります。シェルターなどに逃れた後
も、加害者に見つからないよう、息を
潜めながらの生活を強いられること
も少なくありません。 

加害者は暴力を被害者に原因がある
と正当化し、被害者自身もそう思い
込んでいることがあります。暴力を
振るわれていい人間はいません。 
パートナーとの関係は経済力や性別
に関わらず対等であるべきです。 

知人から DV 被害を 
相談されました 

DV 被害を打ち明けることはとても勇気のいることです。相手の話を疑ったり責
めたりせず、受け止めましょう。また、自分たちで解決しようとせず、専門の
相談機関（5 ページ参照）があることを伝え、相談してみるよう勧めましょう。 

加害者に DV を 
やめてほしいです 

まずは、専門の相談機関（5 ページ参照）へ相談し、被害者の身の安全を図り
ましょう。暴力を振るってしまう自分を変えたい人のための加害者プログラム
を実施している民間団体もあります。 

参考：東京都産業労働局「職場におけるハラスメント防止ハンドブック」 

参考：東京ウィメンズプラザ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―発行・編集― 
日野市立男女平等推進センター（日野市企画部男女平等課） 

住所：日野市多摩平 2-9 多摩平の森ふれあい館２階 

電話：042-584-2733 FAX：042-584-2748 E-mail：danjyo@city.hino.lg.jp 

 

一人ひとりが男女平等のもとに、「個性」と「能力」が発揮できる社会をめ

ざし、啓発活動を行うとともに、情報・学習の場を提供しています。また、

女性相談も行っています。誰でもが気軽に「ふらっと」（＝平たい、平等）

立ち寄れるセンターをめざしています。 

場所  ：日野市多摩平 2-9 多摩平の森ふれあい館 2 階 

開館時間：午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分 

休館日 ：土・日曜日、祝日、年末年始 

★集会室は、午前 9 時から午後 9 時 30 分開館。年末年始休館。 

LGBTとその家族、友人
のためのコミュニティ
スペース 

女性限定 
傷ついた心の回復をめざす講座 
偶数月 第 3 土曜日 
午後 1 時 30 分~午後 4 時 30 分 
資料代：500 円以内（  

★いずれも会場は多摩平の森ふれあい館集会室。事前申込不要。 

★保育、手話通訳希望の場合は開催日の 10 日前までにご相談ください。 

定期開催事業のご案内 

1 回のみの参加も OK! 

●男性のための悩み相談 

・東京ウィメンズプラザ…03-3400-5313 

月・水曜日 17:00～20:00 ※祝日・年末年始を除く 

●日野市女性相談（事前予約制） 

さまざまなお悩みに、女性相談員が相談に応じます。相談無料・秘密厳守 

・相談方法：面接または電話 

・相談実施日時：火曜日 18:00～21:00 水曜日 9:45～16:00 

※原則一回 50 分 ※祝日、年末年始、第 5 週を除く。※男性もご利用いただけます。 

・相談場所：日野市男女平等課（多摩平の森ふれあい館２階） 

・電話相談用電話…042-587-8177（事前予約のうえお電話いただくと、直接相談員につながります。） 

・予約受付電話 …042-584-2733（男女平等課につながります。） 

●DV 相談 

・東京ウィメンズプラザ …03-5467-2455  

9:00～21:00（年末年始を除く） 

・東京都女性相談センター…03-5261-3110 

9:00～20:00（土日・祝日・年末年始を除く） 

・  …042-522-4232 

 9:00～16:00（土日・祝日・年末年始を除く） 

・日野警察署生活安全課 …042-586-0110  

●夜間・緊急の場合 

・警察（事件発生時）  …110 番 

・東京都女性相談センター…03-5261-3911 

●犯罪被害者のための相談 

・警視庁総合相談センター…＃9110 または 

03-3501-0110 

・ …03-3597-7830  

8:30～17:15（※土日・祝日・年末年始を除く） 

・ …0570-079714 

月～金曜日 9:00～21:00、土曜日 9:00～17:00 

●セクシュアル・マイノリティのための法律相談 東京三弁護士会多摩支部レインボー相談 

・電話相談…042-512-8221 毎月第 1・3 金曜日（祝祭日の場合は翌金曜日）13：00～16：00 相談料無料 

・面接相談…相談予約専用 042-548-1190 受付時間 月～金曜日 9：30～12：00／13：00～16：30 

          初回相談無料 

毎月 第 3 日曜日 午後 1 時 30 分~午後 4 時 
費用：無料 茶菓子あり 

●外国人
がいこくじん

法律
ほうりつ

相談
そうだん

窓口
まどぐち

 東京
とうきょう

三
さん

弁護士会
べ ん ご し か い

多摩
た ま

支部
し ぶ

  

・相談
そうだん

予約
よ や く

…042-548-1190 通訳料
つうやくりょう

無料
むりょう

・相談料
そうだんりょう

一定
いってい

の収 入
しゅうにゅう

以下
い か

無料
むりょう

 

 受付
うけつけ

時間
じ か ん

 平日
へいじつ

 10：00～12：00／13：00～16：00 
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